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ボランテイア保とは

①ボランテイア活動中の事故によりボランテイア本人がケガをした
②ボランテイアの方々が、ボランテイア活動により他人に対して損害を

与えたことにより、損害賠償問題が生じた

①、②の場合を補償する保険です 0
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Iし:1: を猛語ン3富lでのぱ
※中途加入の方：加入手続完了日の翌日0時から令和フ年3月31日まで

年間

団体構成員の相互扶助や親睦を主目的とする活動は、この保険におけるボランティア活動には該当せず、この
保険の対象外となります。(詳細は1ページの「対象となるボランティア活動」をご確認ください。)
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取扱代理店有限会社東京福祉企画(東京都社会福祉協議会指定保険代理店)
〒ls2-0825東京都新宿区神楽坂1̶2研究社英まセンタービル3階TEL03-3268-0910 FAX03-3268-8832

ノホペ�づアドレ� http://www.tokyo-fk.com/

引受保険会社幹事会社三井住友海上火災保険株式会社公務第一部公務室

〒101-8011東京都干代田区神田棄河台3 11-1

oボランテイア保険は東京都社会福祉協議会が保険契約者となり、弓受保険会社と臭約する保険です。
ボランテイア個人またはボフンァイア団体は加入申込者となり、ボフンァィア個人が。B名被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となる制度です。

oこの八’ンフレツトはボランテイア活動保険の概要をごぶ明したものです。ご加入の内容は、保険の種類に応じた普適保険約款および特約によって定まります
ぎ細は普通保険約款および特約をご確。s<ださい。ご不明な点については、取扱代理店または弓受保険会社までお問しシ合わせください。

♦普通保険約款'特約が必要な場合は、取扱代理店または弓I受保険会社までお申し出ください。
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①所属するボランティア活動団体の会則に則り、企画立案された活動
②社会福祉協議会等(まnの委國を受けた、または社会福祉協議会等ぽ)に届け出た活動

①②のいずれかに該当する活動で、次のア・からウ・までのすべてに該当する活動をいいます。
(個人での活動を含みます。)

ア・日本国内での活動

イ・無償の活動(交通費、食事代など費用弁償程度の支給は無償とみなします。)

ウ・個人の自発的な意動こより他人や社会に貢献ずることを目的とする活動
上記には以下の活動を含みます。また、ボランテイア活動を行う目的を持って、通常の経路により住居ぼ)を出発してわ、ら住居に
帰着するまでの間を含みます。

♦宿泊を伴う活動(活動を行ってし屯し萌間を除きます。)♦活動に直接結びつく学習会、研修会、会議等
(注1)社会福祉協議会等とは、ボランティア活動推進法人(9ページをご参照ください。)をさします。
ほ2)住居以外の施設を起点とする場合、または住居以外の施設に帰る場合はその施設とします。
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海難救助または山岳救助ボランティア活動
銃器を使用ずる害獣駆除ボランテイア活動
野焼き、山焼きを行う森林ボランティア活動
チェーンソーを使用ずる森林ボランテイア活動
インターンシップ等や資格取得等を目指した活動
団体構成員の相互扶助や親睦を目的とする活動
自助活動
学校の管理下(授業の一環)として行うボランティア活動(ボランテイアサークル・クラブ活動
は対象としまず。)
PTん自治会、町内会、マンション管理組合等の会員の共通の利益、親睦を目的とした活動
企業等の営利事業の一環として行ろ活動 等
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日本国内において被保険者(保険契約により補償を受けられる方)がボランティア活動中(往復途上
を含みます。)に被った、急激かつ偶然な外来の事故によるケガに対し、死亡保険金、後遺障害保険
金、入院保険金および通院保険金等をお支払いします。

事故例・ボフンァィア活動中に転んでケガをした。・ポフンァィア活動わ、らの帰宅途中に自転車に跳ねられケガをした。

2 :

被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が日本国内において次のいずれかに該当ずる偶然な
事故によって他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損または汚損)した場合等
に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担ずることによって被る損害(損害賠償金や争訟費用な
ど)に対して保険金をお支仏いしまず。

ボランテイア活動中に発生した事故
(人格権侵害補償特約を自動セット)

ボランテイア活動に伴って占有、使用または

管理する保管物の損壊、紛失または盗取

保管物について正当な権利を有ずる者に対ずる法律上の損害賠
償責任のみが対象となりまず。

ボランテイア活動に伴つて提供した
財物に起因する事故

ポランテイア活動の結果に起因する事故
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全ブラン(基本コース・天災コース)とも熱中症も補償対象となりまず!
ブラン内容が昨年と変わっていますのでご確認ください。

プラン 天災コース

オススメ

補償内容

傷

死亡・後遺障害
保険金額

後遺障害保険金

入院保険金日額

基本コース

Aブラン Bプラン Gプラン

90〇万円 1,40〇万円 1,60〇万円 1,00〇万円 2,05〇万円 るフ5〇万円

後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%～42%をお支払いします。

天災 . 天災バ

Bブラン cブラン

6,OOOR

古手術保険金

補

償通院■額

猿感■によ錄
遺障事保良奪_、運院
保険金、入院保険金

特定感染症による
舞祭費用保険金

園■■■#■
補償人格権侵害

7,OOOR 12,OOOR 6,000円 フ,000円 11,000円

入院中に受けた手術の場合：入院保険金日額の10倍

それ以外の手術の場合：入院保険金日額の5倍

3,OOOR 5,OOOR 7,OOOR 3,OOOR 5,000円

上記、死亡保険金を除<、後遺障害、入通院保険金額に同じ

30〇万円限度

1事故につぎ(支仏限度額)5億円

フ,000円

1名あたりの年間保険料 350円 500R 700円 ・・ 1,000円1,400巧

※ご加入は1名1口です。一度加入していただければ、補償期問内に複数のボランティア活動(複数の団体での活動。ただレ1べージに記
載の「対象となるボランティア活動jに該当する場合に限ります。)をされる場合も補償されます。お申込みにあたコては、他の団体です
でにご加入されていないかをご確認のうえ、お申込みください。

※保険期間の中途で加入された場合でち保険料は同額となります。また、中途解約による保険料の払い戻しはできません。
支払限度額.保険金額とは、保険金をお支仏いする限度額をいいます。賠償責任補償でお支払いの対象となる損害のうち、争ま費用、協力費用については、
原則として支仏限度額の適用はありません。ただし争訟費用については損害賠償金等の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細
は4ページの<賠償責任補償の補足>をご参照ください。
お客さまが実際にご加入いただく支払限度額.保険金額につきましては、加入申込票の「賠責支払限度額・保険金額」欄(セットの場合はセット名一覧表)にて
ご確認ください。
普適保険約款.特約に基づき、引受保険会社が認定し保険金をお支仏いします。事故が起こった場合の手続きについては、フページ「事故力'、'起こつた場合の
手続ぎ」をご参照ください。

く特定非営利活動法人補償特約〉(全てのプランにセットされます。)
特定非営利活動促進法に規定する「特定非営利活動」を、この保険の対象となるボランティア活動に含めまず。また、NPO法人Wを賠償
貴任補償の被保険者に含め、ボランティアがNPO法人の活動に従事してし※際に、この保険の対象となる事故により、NPO法人が陪償
責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支仏いします。
※記名被保険者であるボランテイアが所属ずるボランティア活動団体であるNpo法人をさします。

♦ボランティア見舞金制度について命
ボランティア保険の加入者が活動中(往復途上を含む)にポランティア保険の給付対象以外の事由で死亡した場合で、東京都社会福祉協
議会の見舞金制度に該当した場合、死亡見舞金をお支払いいたします。本制度は、東京都社会福祉協議会が独自に運営する制度です。

をブ5、ノせほ……gQKm - 東京都社会福祉協議会
±ノフノサぼ......oリバけ . - ��L 03-3268-7232
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保険金の種類 内容

害

補

償

死亡保険金保険期間中の事故Iしよるケガのため、事故の発生の日からそのBを含めて1 80日以内

に死亡された場合、死亡.後遺障害保険金額の全額ほ)を被保険者の法定相続人にお支払

しへします。

(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡‘後遺障害保険金額から既レ

お支仏レした金額を差し弓いた残額となります。

後遺障害保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内

保険金に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、死亡.後遺障害保険金額の100%～
42%をお支払いします。

※1政府労災保険Iし準じた等級区分ごとに定められた保険金支払害]合で、後遺障害保

険金をお支払いしまず。ただレ第1級から第7級までに限ります。

※さ被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要す

る状態レある場合は、弓受保険会社は、事故の発生の日からその日をさめて181

日目における医師の。夕断レ基づさ後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を

お支払しもます。

炎3同の部位レ後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金

支払割合を差し弓いて、保険金をお支仏しAします。

炎4既レお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡'後遺障害保険金額から既レ

お支払しlした金額を差し引しスた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお

支仏いする後遺障害保険金は、死亡'後遺障害保険金額が限度となります。

入院保険金保険期間中の事故kよるケガのため、入院された場合、[入院保険金日額]X[入院の日数]
をお支払いします。

炎1事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院レ対しては保険金

をお支仏いしません。また、お支払いする入院の日数は180日が限度となります。

※と入院保険金をお支払いする期間中Iしさらに入院保険金の「保険金をお支払いする

場合」に。亥当するケガを被った場合は、入院保険金を重ねてはお支仏いしません。

手術保険金保険期間中の事故レよるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて1 80

日以内に手術を受けられた場合、次の算式Iしよって算出した額をお支仏いします。

①入院中に受けた手術の場合…[入院保険金B額]XI0

②①以外の手術の場合…[入院保険金日額]X5

糸1事故に基づくケガIしついて、1回の手術に限ります。また、1事故Iし基づくケガについ

て①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。

通院保険金保険期間中の事故によるケガのため、通院された場合、[通院保険金日額]X[通院の日数]
をお支払レしまず。

ぐ1事故の発生の日わ、らその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては保険金

をお支仏いしません。また、お支仏しぼる通院の日数は90日が限度となります。

炎2入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支仏しスし

ません。

糸3通院保険金をお支払し)する期間中レさらレ適院保険金の「保険金をお支払いずる

場合」に。亥当するケガを被った場合は、通院保険金を重ねてはお支仏いしません。

熱中症危険補償急激かつ外来ILよるB射または熱射によって被保険者が身体の障害を被った場合Iし、死

亡‘後遺障害‘入院'手術'通院保険金をお支払いします。

特定感染症危

険「後遺障害保

険金、入院保険

金およぴ通院

保険金」補償

保険期間中に特定感染症は1を発病(被保険者以外の医師の。を断ILよる発病をいいま
す。)し

華発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度

に応じて死亡・後遺障害保険金額の100%～42%をお支仏いします。ただし、既にお

支払いした後遺障害保険金がある場合には、死亡‘後遺障害保険金額から既にお支仏

しもた後遺障害保険金の額を差し引しt残額が限度となります。また1保険期間を通

じてお支仏いする保険金は、死亡‘後遺障害保険金額が限度となります。

春その治療のため入院された場合、入院保険金日額X入院日数をお支仏しIします。ただ

し発病の日力、らその日を含めて180日以内の入院に限ります。

♦その治療のため通院された場合、通院保険金日額X適院日数をお支払いします。ただ

し発病の日わ、らその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支仏

いの限度となります。

ただし被保険者が特定感染症b3)を発病した場合は、その特定感染症bgを発病した日か
らその日を営めて30日以内ILその特定感染症(あの発病の状況および経過を引受保険
会社に適知しなければなりません。

(注)特定感染症については、4ページの<傷害補償の補足>をご参照<ださい。

特定感染症危険保険期間中に特定感染症ぼを発病しその直接の結果として被保険者が発病の日からそ
「葬祭費用」補償の日を含めて180日以内に死亡されたことにより、被保険者の親族が葬祭費用を負キ日

された場合レ、30〇万円を限度として保険金をお支仏しルます。

(注)特定感染症については、4ペジの<傷害補償の補足>をご参照<ださい。

保険金をお支払いしない主な場合

o保険契約者、被保険者または傷害保険金

を受け取るべき者の故意または重大な過
失によるケガ

o自殺わ為、犯罪む為または闘争む為Iしよる
ケガ

o自動車または原動機付自転車の無資枯運
転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して
の運転中のケガ(酒冗帯び運転とは、iig
路交適法第65条(酒冗帯び運転の禁止)
第1項に定める酒気を帯びた状態で自動
車または原動機付自転車を運転ずること
をいいます。)

o脳疾患、疾病または心神喪失レよるケガ
o妊娠、出産、早産またはホ産によるケガ
o外科的手術その他の医療措置によるケ

ガ。ただし、外科的手術その他の医療措匿
によって生じた傷害が、弓I受保険会社が補
償すべき傷害の-治療によるちのである場
合には、お支払いの対象となります。

o顕(けい)部症侯群、腰痛その他の症状を
ボえてし)る場合レ、それを裏付ける医学
的他覚所見のないちの

o入浴中の溺水(ただし、弓受保険会社が保
険金を支仏うべさケガによって生じた場
合ILは、保険金をお支払いします。)

o原因がいかなる場合でち、。呉暁(えん)に
よって生じた肺炎

o戦争、外国のは力b使、革命、政権奪取、
内乱、は装反乱その他これらに類似の事
変または暴動Iしよるケガ

o地国、噴火またはこれら¦しよる津波による
ケガ(天災コスでは対象となりまず。)

o核燃料物質または核燃料物質に汚染され
た物の放射'生、爆発'をその他の有害な特
'生またはこれらの特'生によるケガ

o山岳登はん、スカイダイビング、八ングフ
イダー搭乗などの運動をむっている間IL
生じたケガ

o乗用'目JLよるレス中(レスk準じるも
のおよび練習中を含みまず。)のケガ

o次のレずれかにぶ当するボフンァイア活
動をしている間のケガ

‘海難救助ポフンァィア活動
-山岳救助ボフンァィア活動
‘野焼きまたは山焼ぎをむう森林ボフンァイ
ア活動
.チェーンソを使用する森林ポフンァイア
活動
‘銃器を使用する害獣駆除ボフンァイア活動

o職業または職務に従事している間のケガ
等

o保険契約者、被保険者または保険金を受

け取るべさ者の故意または重大な過失

o被保険者の自殺b為、犯罪b為または闘

争b為

o被保険者に対ずる刑の執む

o戦争、外国の武力む使、革命、政権奪取、

内乱、ぱ装反乱その他これらに類似の事

変または暴動

o地監ちしくは噴火またはこれらによる津波

o核燃料物質ちしぐは核燃料物質レよって

汚染された物の放射'生、爆発性その他の

有害な特性またはこれらの特'生による事故

o普通保険約款の規定に従しバ呆険金を支払

うべぎ傷害に起因する特定感染症

o保険貴任開始日からその日を含めて10

日以内に発病した特定感染症。ただし継

続加入してしほ場合を除きます。

等

0



損害の種類

①損害賠償金

②損害防止費用

賠

償③権利保全行使
責胃0

任

補

m④緊急措置費用

⑤協力費用

⑥争訟費用

内容

法律上の損害賠償貴任に基づいて損害

賠償。胃求権者に対して支払うべき治療

費や信理費等(損害賠償清求権者レ対す

る遅延損害金を含みます。)

事故が発生した場合の損害の発生また

は拡大の防止のために必要または有益

であった費用

発生した事故について、他人から損害の

賠償を受けることがでさる場合に、その

権利を保全または行使するために必要

な手続に要した費用

事故が発生した場合の緊急措置(他人の

生命や身体を害した揚合における被害

者の応急手当等)Iし要した費用

弓受保険会社が発生した事故の解決に

あたる場合、引受保険会社へ協力するた

めに要した費用

損害賠償レ関する争。ねについて支出し

たボ。ね費用、弁護士報■等の費用

保険金をお支払いしない主な場合

o保険契約者または被保険者の故意レよって生じた損害賠償貴任
o地震ちし<は噴火またはこれらILよる津波
o戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変

または暴動に起因する損害賠償責任

o核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射'生、爆発性その他の有害な特
'生またはこれらの特性レよる事故レ起因する損害賠償貴任

o被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
o被保険者のまたは被保険者の指図による暴行または殴打に起因ずる損害賠償貴任
o航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
o被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売または提供し

た提供物に起因する損害賠償貴任
o提供物またはボランティア活動の結果が、所期の効能、性能を発揮できなかったこ

とに起因する損害賠償貴任。ただし、提供物の本来意図しなかった悪影響によって
発生した事故Iし起因する損害賠償貴任はお支払いの対象となります。

o被保険者の職業上の業務の遂むレ直接起因する損害賠償貴任
o被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者による次のレずれかIし

ま当する業務の遂むに起因する損害賠償貴任

-人または動物に対する。を療、治療、看漢、疾病の予防、救急救命処置または死体の
検案

-医薬品または医療用貝の。麟ム。肖整、鑑定、授与または授与の指ボ
-あん摩マッサージ指圧師、はり師、さゆろ師、柔道整復師、理学療法士または作業療
法士などの資格を有する職業人がその資格に基づいて行う施術

o被保険者と他人との間に損害賠償に関し特引の約定がある場合レおいて、その約
定によって加重された損害賠償貴任

o提供物の力、しによる提供物自体の損壊に対する賠償責任
等

上ぷ以外レも保険金をお支払しルない場合があります。。ギ細は普通保険約款および特約をご確ボくださしんまた、ご不明な点レついては、取扱代理店または弓I
受保険会社までお問い合わせください。

i

i

<傷害補償の補足>

※地震'噴火‘津液Iしよるケガは天災コースのみ補償となります。
糸「ケガjとは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体レ被った傷害をいいまず。

「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程におしに時間的間隔わゆしにとJを意昧します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思レ基づかなしにと」を意味しまず。
「外来」とは、[保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在ずる疾病要因の作用でなしにと」を意味します。
「傷害」とは、身体外ぜから有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収ま
たは摂取した結果生ずる中毒症状を除さます。)を含みます。

炎「手術」とは、次のいずれかにま当ずる診療む為をいいまず。
①公的医療保険お度における医科。を療報酬点数表に、手術料の算定対象としてヲj挙されているホ療む為(歯科ざ療報酬点数表に手術料の算定対象と

して列挙されている。を療b為のうち、医科る療報■点数表においてち手術料の算定対象としての挙されているちのを含みます。) 。ただし、倉]傷処
理、皮膚切開術、デブJドマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きまず。 ;

②先進医療にs当するB参療む為(治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処麗を施ずものに限ります。’
ただしを断、検査等を直接の目的としたを療む為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬斉]投与、放射線照射および溫熱療法による診療行
為を除きます。) !

※通院されない場合で、骨折、脱臼、親(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等Gyを常時装着したとき;
は、そのE数について通院したちのとみなしまず。

「所定の部位jとは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をしル凉ず。 ,
-長管骨(上腕骨、模骨、尺骨、大腿骨、腰骨および緋骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 ;
-長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギブス等は)の固’
定具を装着した場合レ限りまず。 !
-肋骨‘胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。) 。ただし、体幹部にギプス等ぱの固定具を装着した場合に限ります。 ;
(注)「ギプス等」とは、ギブス、ギプスシーネ、ギブスシヤーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定'

帯、肋(ろつ)骨固定帯、サポータ等は含みません。

※柔道整復師(接骨院、整骨院等)レよる施術の場合、適院日数のボ定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じてぽ定し、お支仏いしま;
す。また、錬(はり)‘灸(ぎゆろ)’マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指mに基づいてむわれた施術のみ、お支仏いの対象と;
なります。

※「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者レ対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定ずる次のいずれかの感染症を'
しル)ます。 :
①一類感染症 ②一類感染症 ③二類感染症④指定感染症uj
(注)指定感染症は、法第7条第1項の規定レ基づき一類感染症、一類感染症または二類感染症に適用される親定と同程度の規定を準用ずることが政令
で定められている場合に限ります。 ;

<賠償責任補償の補足>

※上。s①わ、ら④までの保険金については、それぞれの規定によりホ算した損害の額からパンフレットSS載の免貴金額を差し弓いた額をお支仏いします。:
ただしパンフレット記載の支仏限度額を限度としまず。上ョs⑤および⑧の保険金については、原g]として支仏限度額の適用はありません。ただし⑥に’
ついては①わ、ら④までの損害の合け額が支仏限度額を超える場合レは、次の金額を限度とします。

oお支仏レずる争ホ費用の額 ⑧争ま費用の額x
支払限度額

①から④までの損害の合ホ額

なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に弓受保険会社の同意を要しますので、必ず弓受保険会社までお問い合わせ<ださしし;
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額およぴ被保険者の過失割合;
等によコて決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにちかかわらず被害者に対して支仏われた見舞金等は、保険金のお支仏いの対象と
はなりません。

0
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この書面ではボフンァィア活動保険契約に関する重要事項につしシてご。な明しておりますので、内容を十分ご確⑤<ださしん
お申込みいただ<際には、ご加入の内容がお客さまのご意向IL沿っていることをご確巧ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款w'特約(¥)によって定まります。普通保険約款‘特約が必要な場合は、取扱代理店または弓受保険会社までお申出<
ださし)。

申込人wと。s名被保険者wが異なる場合には、この害面レぜ載の事項レつき、。s名被保険者の方にも必ずごぶ明くださしA。
※加入申込票wへのEs名‘押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。

・ ! 3

ご加入に際して特にご確。だ、いただきたい事項をこの「契約概要」に。s載しています。ご加入される前レ必ずお。売みいただ
き、お申込み<ださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容をぷ載しているちのではありません。。ギ細は普適保険約款.特約でご確。忍<ださ
しんまた、ご不明な点につし)ては、取扱代理店または弓受保険会社までお問い台わせください。

1.商品の仕組みおよび引受条件等

(1)商品の仕組み

保険の種類 商品の仕組み

ポフンァィア活動保険普通保険約款

.̶■佳■……-i;廣償ま■償,
②傷害条項 レ傷害補償

I � I

③ボフンァィア活動保険追加特約(大規模災害特例、月例
ポ―、, .-. 精算方式)
たFノアイJ ④細菌‘生食中毒およびウィルス性食中毒補償特約
活動保険 面人格権侵害補償特約

⑥特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および
適院保険金」補償特約

⑦特定感染症危険「葬祭費用保険金」補償特約
⑧特定非営利活動法人補償特約
⑨天災危険補償特約(天災コースのみ)
⑩熱中症危険補償特約
⑩後遺障害等級第1～7級限定補償特約

(2)補償内容

國被保険者

補償項目の種類 被保険者W

賠償責任補償 ①ボランティアW
②上ぼ①の監督義務者および上。s①が所属する

Npo法人(特定非営利活動法人促進法に基づ<)

傷害補償 ボランティア

ただし、適用される普通保険約款‘特約kよりその他の被保険者が設定され
る場合がありまずので、さ細は普通保険約款'特約でご確詔<ださしン

國保険金をお支払し)する主な場合
1ページ「保険金をお支仏しぼる主な場合」をご参照ください。

■お支払いする保険金'お支払いの対象となる損害

3ページ「お支仏いする保険金'お支仏いの対象となる損害」をご参照〈ださい。

園保険金をお支払し)しない主な場合(主な免責事由)
3ベージ「保険金をお支払いしない主な場合」をご参照ください。なお、ii¥

細は普通保険約款‘特約の「保険金を支仏わない場合」等の項目にぶ載さ

れております。

(3)セットできる主な特約

この保険にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。

(4)保険期間

この保険の保険期間wは1年間です。お客さまが実際レご加入いただ<保

険期間ILつきましては、表紙または加入申込票の裡償期間欄にてご確。忍くだ

さしん

ほ)支仏限度額等

2ペジ「補償内容'保険料」をご参照ください。

2.保険料

保険料(*)は、保険金額(*等によって決定されます。さ細は、取扱代理店また

は弓受保険会社までお問し)合わせください。

お客さまが実際にご加入しすこだく保険料につきましては、2ページ「補償内

容‘保険料」または加入申込票の保険料棚レてご確。忍ください。

3.保勝料の仏込方法について

1 1ベージ「加入手続き」をご参照ください。

4.満期返れい金・契約者配当金

このご契約には、満期返れい金‘契約者配当金はありません。

5.解約返れい金の有無

この保険には、ご加入の脱退(解約)に際しての解約返れし)金はありません。
注意喚起情報のごぶ明の「6.解約と解約返れい金jをご参照ください。

I". ・ I '・

ご加入に際して申込人WILとって不利益になる事項等、特にご注意しIただきたし傳項をこのほ意喚起'青報」ILぜ
載しています。ご加入される旧に必ずおまみしすこだぎ、ご加入<ださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を。s載してし:るちのではありません。ご加入の内容は普通保険約款み)-
特約wによって定まります。ご不明な点につしAては、取扱代理店または弓受保険会社までお問い合わせくださしA。

1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)

このご契約は、保険期間Wが1年以下であることから、クリングオフの対象
ではありません。

2.告知義務.通知義務等

(1)ご加入時における注意事項(告知義務一加入申込票の記載上の注意事項)

申込人または被保険者wには、ご加入時に危険Wに関ずる重要な事
項として引受保険会社が告知を求めたちの(告知事項)について事実
を正確に告知いただ<義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知
受領権があります(取扱代理店に対して告知いただしt事項は、弓I受
保険会社に告知いただいたちのとなります。) 。
加入申込票wに記載された内きのろち、※印がついている項目が告
知事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実をぱ載しな
かった場合には、ご契約を解除し、保険金Wをお支仏いできないこと
がありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認<ださい。

この保険臭約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入
されてし⑧場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内
容(保険の種類、保険金額W等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた
特約の補償内容が同一となっているような場合ちあります。ご不明の場合
は、現在ご加入されてし※保険契約の内容が確認できる書類ととちに、取
扱代理店または弓受保険会社までお問い合わせくださしん

(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)

ご加入後、次のいずれかにぶ当する事実が発生した場合レは、遅滞な
<取扱代理店または弓受保険会社にご通知<ださい。

ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支仏いできないこと

がありますので、十分ご注意<ださい。

o加入申込票ぜ載のボランァィアwの変更がある場合(ボフンァイア
活動保険追加特約旧例精算方式)もしくはボランァィア活動保険
追加特約(括精算方式)がセットされている場合を除きまず。)

oボワンァィア活動推進法人wが自発的な意思により他人や社会に

貢献ずることを目的とする活動の推進または社会福祉の推進を目
的とする法人(国および地方公共団体を含みます。)でな<なった

場合

また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の
変更等が必要となりまずので、遅滞な<取扱代理店または弓I受保険会
社にご通知<ださい。

�加入者申込票ぼ載の住所または電。ま番号を変更ずる場合
�上。sのほか、特約の追加'肖]除等、契約条件を変更する場台

0



(3)その他の注意事項

傷害補償(ポの被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれか
にぶ当するときは、その被保険者は保険契約者Iし対し傷害補償ほ)の解約
を求めることができます。この場合、保険契約者は傷害補償ぼを解約しな
ければなりません。
①傷害補償ぼの被保険者となることについて、同意をしてし)なわ、った場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方レ、以下のいずれかにま当

ずるh為があった場合
�弓受保険会社に傷害補償ほ:に基づ<保険金を支払わせることを目的

としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと
�保険金の請求につしhて。モ欺を行し\またはむおうとしたこと

③他の保険契約等との重複により、保険金額等の合。ナ額が著し<過大とな
り、保険制度の目的に反する状態がちたらされるおそれがある場合

④②および③の場合と同程度Iし被保険者の仏頼を損ない、傷害補償ばの
存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合

⑤保険契約者と被保険者との間の親族w関係の終了等kより1傷害補償6±)
の被保険者となることレつしに同意した事'青に普しし)変更わsあった場合

また、①の場合は、被保険者が引受保険会社レ解約を求めることができま
す。その際は被保険者であることのば明書類等が必要となります。
(注)その被保険者ILがかわる部分Iし限ります。

3.補償の開始時期

始期日wの午ぬ0時に補償を開始します。保険料wは、11ペジ「加入手続
き」ぶ載の方法により仏い込んでください。。s載の方法レより保険料を仏い
込んでいただけない場合、保険期間が始まった後でち、保険金をお支仏い
でぎません。
なお、ボランァィア活動保険追加特約(大規模災害特例’月例精算方式)によ
り、始期日以降に保険加入手続きが完了した被保険者につしAては、加入手続
きが完了した日の翌日午前0時わ、ら補償を開始します。

4.保険金をお支仏いしない主な場合等

(1)保険金をお支仏いしない主な場合

3ペジ「保険金をお支仏いしなし)主な場合」をご参照ください。なお、保
険金をお支仏し)しない場合の。ギ細は普通保険約款’特約の「保険金を支仏
わない場合」等の項目に。s載されておりますのでご確。sください。

(②重大事由による解除

次のことがあった場合は、ご契約を解除し保険金をお支仏いできないこと
があります。
①弓受保険会社IL保険金を支払わせることを目的として損害または傷害

を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の。胃求について。卜欺をむし\またはむおうとしたこと
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力にま当すると。忍められたこと
④上。Bのほか、①～③と同程度に弓受保険会社のに頼を損ない、保険契

約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

5.保険料の仏込猶予期間等の取扱い

保険料は、11ページ「加入手続き」ボ載の方法により仏い込んで<ださ
しん11ページ「加入手続さ」記載の方法により保険料を仏い込んでい
ただけない場合には、保険金をお支仏いできません。また、ご臭約を解
除させていただ<ことがあります。

6.解約と解約返れい金

ご加入を中途で脱退(解約)される境合は、取扱代理店または弓I受保険会社
に速やかIしお申出<ださい。
■この保険契約には、解約返れい金の返還はありません。
■ボラン7ィア活動保険追加特約(大規模災害特例‘月例精算方式)によ
り、ご解約に伴い、解約BWまたは満期日hj等までの期間に相当ずる保
険料について追加のご。青求をさせていただくことがあります。追加のご
。胃求をさせてし)ただしすこときには、その保険料をお支払いいただ<必要
があります。

7.保険会社破綻時等の取扱い

<保険会社破綻時等の取扱い>
o弓受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産

の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等
のお支仏いが一定期間凍結されたり、金額が肖j減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に格った場合の保険契約者保。蔓の仕組みとし
て、「損害保険契約者保護機構」があり、弓受保険会社ち加入しております。

oこの保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時Iし常時使用する従
業員等の数が20人以下の法人をしル)ます。)またはマンション管理組
合である場合レ限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりま
ず。(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人
等」といいます。)以外の者である保険契約であってち、その被保険者で
ある個人等がその保険料を実質的に負キ日すべきこととされているちの
のうち、その被保険者レかかわる部分については、上。S補償の対象とな
ります。)

o補償対象となる場合には保険金や解約返れしA金は80%まで補償され
ます。ただし、破綻前Iし発生した事故および破綻時力\ら3か月までに発
生した事故による保険金は100%補償されます。

8.取扱代理店の権限

1 1ページをご参照ください。

9.個人情報の取扱い

この保険契約に関する個人情報について、弓受保険会社が次の取扱いをむ
うことレ同意のうえお申し込みくださし)。

【個人'青報の取扱しtついて】
この保険契約レ関する個人''青報は、引受保険会社がこの保険弓受の審査お
よび履むのために利用するほか、弓受保険会社および弓受保険会社のグ
ルブのそれぞれの会社(海外Iしあるちのを含む)が、この保険契約以外の商
品-サビスのご案内‘ご提供や保険弓受の審査および保険契約の履むのた
めIL利用したり1提携先‘委。モ先等の商品’サービスのご案内のためIL利用す
ることがあります。
①弓I受保険会社および弓I受保険会社のクリレプ会社の商晶'サービス等の例

損害保険'生命保険商品-投資fqsモ’Dン等の金融商品、Jスクマネジメ
,[ビプ

②提携先等の商品'サービスのご案内の例
自動車購入‘車検の韓旋

上esの商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
弓受保険会社は次年度の本保険弓受の審査のため、本保険契約レおける
保険金。胃求'青報を東京都社会福祉協議会およびs社会福祉協。義会、ボフン
ァィア保険受付窓ロレ提供することわぼりまず。
ただレ保健医療等のセンシァィブ'青報(要配慮個人'胃報を含む)の利用目
的は、法令等Iし従い、業務の適切な運営の確保その他必要と。忍められる範
囲に限定します。
また、この保険契約に関ずる個人胃報の利用目的の達成に必要な範囲内
で、業務委。モ先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の。青求‘
支仏いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)レ提供すること
がありまず。
o契約等の情報交換レついて

弓受保険会社は、この保険契約Iし関する個人情報について、保険契約の
締結ならびに保険金支仏いの健全な運営のため、般社団法人日本損
害保険協会、損害保険料率算出機揭、損害保険会社等の間で、登録または
交換を実施することがあります。

o再保険レついて
引受保険会社は、この保険契約に関する個人'青報を、再保険契約の締結、
再保険契約レ基づ<通知’報告、再保険金の。胃求等のためIし、再保険弓受
会社等(海外にあるものをきむ)lし提供することがあります。

弓受保険会社の個人‘青報の取扱いに関するさ細、商品‘サビス内容、弓受
保険会社のグルプ会社の名称、契約等青報交換制度等については、井
住友海上ホムページ(Mtps://www.ms-'ns.Gom)または弓受保険会社
のホームベジをご覧<ださい。

< ̃ ' : ̃. ̃' ・ . < v - �

取扱代理店有限会社東京福祉企画
〒162-0825

東京都新宿区神楽坂12研究社英語センタービル3階
TEL: 03-3268-09 10 FAX: 03-3268-8832

・ " ・ . ;. - = . V - �

一井住友海上お客さまデスク

0120-632-277 (無料)

チャットサポートなどの各種サービス因ビ

こちらからアクセスでぎます。

https://www.ms-ins.com/contact/cc/ B.

旧

引受保険会社幹事会社
三井住友海上火災保険株式会社公務第一部公務室
TlOI-801 1東京都〒代田区神田陵河台3- 11-1
TEL:0570-000-896 FAX:03-3259-7581

8ページ「保険金。-ま手続ぎの力れ」をご参照<ださい

指定紛争解決機関
弓I受保険会社は、保険業法に基づ<金融庁長官の指定を受けた指定紛
争解決機関である般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契
約を締結しています。弓受保険会社との間で問題を解決できない場合
には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただ<か、解決の申し
立てを行ろことがでさます。

一般社団法人日本損害保険協会そんぼADRセンター
05フ0̶022̶S08 (ナビダイヤル(有料)〕

【受付時間】平日9:15～17:00
洋しぐま、般社団法人日本損害保険協会のホームベージをご覧<ださい。
(https://www.sonpo.oにjp/)
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1.事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
賠償'傷害事故が発生した場合レは、8ページを参照のろえ弓受保険会社にご連絡<ださしん
なれ賠償事故の場合には、あわてず、落ち着しAて、次の処置をむったうえでご連絡ください。

①損害の発生および拡大の防止②相手の確認③目撃者の確認

2.保険金のご請求時にご提出しゆだく書類

求めるちのをご提出いただきます。ぎ細は、取扱代理店または弓受保険会社にご相談ください。
ぐ1ご提出しtだく害類こは「春」を付してしほす。[」が付されている場合は、ご提出いただく必要はありません。
※2特約レ基づしAて保険金の遺求を行う場合は、次表の害類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出しすこださます。
ぐ3事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の害類をご提出いただ<ようお願いする場合がありますので、ご了承<ださい。

書類の例

弓受保険会社所定の保険金。胃求書

弓受保険会社所定の事故状況報告書、二察署‘消防署の。旧月書、交通事
故③明書、事故原因’損害状況に関する写真'画像デタ’信理業者から
の報告書、損害明細害、免責事由。$当'生を確。だする書類

̶のご̶ -.ね■■■
(1)弓受保険会社所定の保険金。胃求書

(2)弓受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確。だする
書類およびその他これに類する書類ほ)

(注)事故発生の状況‘日時'場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確
。忍するための書類をしル)まず。

(3)対象の損害であることを確。忍する書類
ボフンァィア活動推進法人またはボフンァィア活動団体の貴任者が発行す事故③明害、ボフンァィアの名簿
る次の書類
oボフンァィア活動中の事故であることを。E明する書類
oボフンァィア活動団体の構成員であることを。E明する書類
oボフンァイア活動推進法人の委曜を受けた方またはボフンァィア活動推

進法人レ登録した方であることをq旧月する書類

(4)損害賠償の額および損害賠償。胃求権者を確。ゼする書類

①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確。だする
書類

②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、
損害の額および損害賠償清求権者を確認ずる書類

③①およぴ②のぽか、損害の額、被害者および損害賠償。肖求権者を確。だ,ずる書類

④損害賠償請求権者に対して負担ずる損害賠償の額およぴ損害賠償金の支仏いま
たは保険金の支仏しsに関ずる揚害賠償。肖求権者の承諾を確認ずる書類

⑥共同不法む為の場合レ第二者等レ対する権利の移転を確⑤する書類

(5)身体障害、ケガの発生およびその損害の額を確ぽする書類

①死亡事故であることを確。だする書類

②後遺障害による損害の内容‘程度を確認する書類

③その他傷害事故の損害の内容‘程度を確。,ゼ、する書類

(6)被保険者が負押した費用の額をホす書類

(7)その他必要に応じて弓受保険会社が求める書類

①保険金。肖求権者を確。だする書類

②弓I受保険会社が事故または損害の週査をむうために必要な書類

③他から支払われる損害賠償金‘保険金‘給付金等の額を確ぽする書類

④保険金の造求を第三者に委任したことを確惑する書類

さ断書、後遺障害を断書、死亡。を断書、さ療報■明細害、治療費お
よび治療レかかわる交通費’。き雑費の領収書‘明細書、休業損害。正
明書、源泉徴収票、住民票、P籍謄本

)領収書、決算害類、事故前後の売上計画'実績、
s簿謄本、戸籍謄(抄)本、全部(個人)事項⑨明書

ボ誘書、キ」決書、弓受保険会社所定の念書および損害賠償請求権
者からの領収書

権利移転。E (兼)念書

死亡。》断書、死体検案書、出生力ろ死亡までの連続'生が確認でき
るp籍謄本

弓受保険会社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査
資料その他の後遺障害レよる損害の額をボす書類

弓I受保険会社所定の。9断書、。夕療状況申告書、入院・通院状況申告
書、治療費の領収書、を療報酬明細書、。ぽ査レ関する同意書

支出された損害防止費用‘権利保全行使費用'緊急措置費用‘協力
費用'争。2費用等の費用が確。だでさる書類‘明細害

住民票、P籍謄本、委任状、印鑑ぽ明書・法人代表者資格。E明書、
代表者事項③明書

弓受保険会社所定の同意書

示ぶ書、判決書、被害者からの領収書、保険会社がらの支払通知
書、労災支絵決定通知

委任をぱする書類および委任を受けた方の印鑑通明書または法
人代表者資格証明書ちし<は代表者事項証明書

・

・

・ ・

■重度の後遺障害が生じ意思能力を喪失した等、被保険者に保険金または損害賠償金を。-求できない事'青がある場合は、被保険者の方の親族のうち定の
条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償金を。胃まできる場合があります(「代理請求人制度」) 。ぎ細は取扱代理店または弓受保険会社まで
お間しン合わせくださし〉。

■弓受保険会社は、保険金請求に必要な書類ほUをご提出しtだし)てからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払しぼるためIし必要な事項'asの確。忍
を終えて保険金をお支払しもますほ3)。
(注1)保険金。青求に必要な害類は、上。Sの表をご覧<ださい。「代理請求人制度」をごお用の場合は、被保険者が保険金を。胃求できない事'青をボす書類をご

提出いただきます。
(注2)保険金をお支払し)する事由発生の有無、保険金をお支払しAしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他弓受保険会社がお支払

しぼべき保険金の額の確定のために確ホが必要な事項をしルぽす。
(注3)必要な事項の確ぽをbうために、=察など公の機関の撞査結果の照会、損害保険鑑定人‘医療機関など専門機関のを断’鑑定等の結果の照会、災害救

助法わ'適用された被災地における。周査、日本国外ICおける適査等わザ可欠な境合には、普通保険約款および特約k定めるB数までに保険金をお支
仏し:しまず。この場合、弓受保険会社は確。忍が必要な事項およびその確。だを終える時期を被保険者に通知します。

■保険金。胃求権Iしついては時効(3年)がありますのでご注意<ださい。保険金講求権の発生時期等のさ細は、普通保険約款および特約でご確。忍<ださい。
國損害賠償。-求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金。-求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を

有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の讓渡‘質権S定‘差押えはでさません。

示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめ<ださい。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償。肖求権者との示淡交渉を行ろ「ホ。$交渉のサビス」をむいませんが、万、被保険者が損害賠償貴任
を負う事故が発生した場合には、賠償間題が円満に解決するようご相談Iし応じさせてしすこださます。なお、あらかじめ弓受保険会社の同意を得なし)で損害賠償
責任を。だめたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと。だめられる額等が保険金から差し弓かれることがありますのでご注意<ださい。
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・ 「事故報告書jをご記入のうえ、三井住友海上・公務第一部公務室までFAXまたは郵送ください。

Aと_ 03-3259-7581

※加入申込票'名薄をお持ちの方は事故報告害とともにFAXをお願いいたします。
生から30日以内に事故報告書でご連絡をお願いします。(30日過ざても受付は可能です。)
Jフオームは有限会社東京福祉企画ホームページからダウンロードいただけます。嫌告書Jフオーゾ

〈東京福祉企画Hp)

・ http://tokyo-fk.com/volunteer/volunteer.html

d ■ B.

B.

困

言肢月者と

なれる方

♦事放報告時には、ボランテイア活動中(活動場所への往復途上を含む)であることの匪明が必要です。
「事放報告書Jの【ボランテイア団体責任者の証明欄】に証明を取り付けてください。

' ・'.以下いずれかの方
①ボランテイア団体の責任者

:・・被保険者が責任者本人である場合は、一緒に活動されていたボランティアの方
/②目擊者(第三者)
.・'※家族、親族、法人代表者個人が被保険者の場合の当該法人代表者は証明者レなれません。

V

三井住友海上・公務第一部公務室(営業部署)

春FAXまたは郵送いただいた『事放報告書Jの記載内容を確認いたします。
.ボランテイア活動中の事故か、証明欄の証明があるか等ご確認し、記載内容に不明な点があれば
ご連絡をさせていただきます。※事放報告害の到着確認のご連絡は行っておりません。

"V

三井住友海上・保険金お支払センター

卷懷険金請求書類一式を『保険金請求書送付先jに送付させていただきます。
※到着までに2週園程廣お時間をいただいております。

V

昏通院終了後または事放発生日からその日を含めて】80日を経過したいずれか早い時点で、
保険金請求書類一式をご提出ください。

-請求書類については、7ページ「2.保険金のご請求時にご提出しすこだく害類」をご参照ください。

・V

三井住友海上・保険金お支祐センター

・ご握出いただいた保険金請求書顔一式を確認のうえ、保険金の査定実施後、保険金のお支払手続
ぎを行し}ます。
.ご請求内容によっては、病院、警察、ご本人さまへの調査確認を行ったり、勘aの書類を依頼させていただく場合があります。
・確認の結果、報告内容に疑義がある際には保険金をお支払できない場合がございますのでご留意ください。

"v

I: I
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ボランテイア活動を行う目的をもって通常の経路により住居(住居以外の

的で行動した場合、または往復途上を外れた場合は、その時点でボラン
ティア保険の補償は終了します。
※「住居」とは、戸建の場合は敷地内、マンションの場合は玄関内(専有部
分)をいいます。

※活動終了後の打ち上げ1食事会は補償対象となりません。活動に直接結
びつく反省会は補償対象となります。

@ I <

外国人の方もボランテイア保険に加入できます。ただし以下の条件があり
ますので、ご注意ください。
-日本国内のボランテイア活動のみが対象です。
-傷害補償につきましては、日本における「医師法上の医師Jの診断’治療を
受けた場合のみが対象になります。
-本人と連絡が取れる日本国内の連絡先が必要です。
河能であれば、本国の居住地.連絡先もあわせてご提供ください。)

防犯活動等の一環として地域を見守るボランティアは、以下条件にあては
まれば、ボランテイア保険の対象となります。
・ボランティア活動団体で企画立案された活動であること
事前に活動スケジュール(時間帯)が確認でき、活動記録を備え付けてい
ること。
-腕章、ビブス等着用により第三者から活動中であることが認1識でき、ボラ
ンティア活動と日常生活の区別が可能であること
※自転車カゴに「防犯パトロール中」のシートを付けるような、日常生活と
一体化したちのは対象となりません。

'--g t'- . t :

ボランティア活動団体で企画立案されてしスることが必要です。
ボランティア活動を行うための準備として、ボランティア活動団体で計画さ
れたスケジュールや内容に基づいて行われるちのが対象です。
ボランティア個人の判断によるスキルや知識習得は自己研鎮に該当しボ
ランティア保険の対象となりません。

0
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用語

因行医学的他覚所見
医師

困む解約日
加入申込票

危険

ギプス等

ミ3名被保険者

類(けい)部症候群

ケガ

後遣障害

誤礁ほん)

閲む始期日
酒気帯び運転

自動車等

失効

手術

乗用具

所定の部位

親族

因行を療
通院

溺水

特約

旧行入院
旧む被保険者

普通保険約款

保険期間

保険金

保険金額

保険料

ホフンテイア

ボフンティア活動

ボランティア活動

推進法人

ボランティア活動団体

ボランティア活動中

団行満期日
免貴金額

申込人

説明

理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によりぜめられる異常所見をいいます。

被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。

保険期間の中途で保険契約が解約された日れル、ます。

弓I受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類れ、い、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、
これらの書類を含みます。

損害または傷害の発生の可能性れ、います。

ギブス、ギブスシネ、ギブスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、
肋(ろつ)骨固定帯、サボーター等は含みません。

加入申込ミに記載された被保険者れル\ます。

しホゆる「むちうち症」れル、ます。

急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をしル、ます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程にれ、て時間的間隔がれ、こと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。

「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸ん吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状はを
含みます。
(注)中毒症状とは、継続的に吸ん吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。

ラさ療の効果が医学上期待できれ、状態であって被保険者の身体に残された症状が将来にれ、ても回復できない機能の重大な障害に至ったものまた
は身体の一部の欠損をいしほす。ただし、被保険者が症状を玩えれ、る場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。

食物、吐物、唾液等がB呉って気管内に入ることをいいます。

保険期間の初日をしル、ます。

自動車または原動機付自転車れ、しほす。

保険契約の全部またはきBの効力を将来に向力sって失うことれ、います。

次のいずれかに該当する珍療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科珍療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為ほてただレ創傷処理、皮

膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療に該当する珍療む為(''±21
(注1)①のを療む為には、歯科珍療報酬点数表に手術料の算定封象として列挙されているを療む為のうち、医科診療報酬点数表

におし、ても手術料の算定対象として到挙されているものをさみます。
ほ2)②の診療む為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用し、て患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限

ります。んだし珍断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剖投与、放射線照
射および溫熱療法による診療行為を除きます。

自動車、原動機付自転車、モタボト、水上オートバイ、ゴカート、スノーモーヒルその他これらに類するものれル、ます。

次のし、ずれかの部位ひ旨、顔面等は含まれません。)れ、し、ます。
.長管骨(上腕骨、標骨、尺骨、大腿骨、腔骨および解骨れル、ます。以下旧様とします。)または香柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません)。ただし長管骨を含
めギブス等の固定具を装着しん場合に限ります。

.肋骨.胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。

6親等内の血族、配偶者ぼおよび3親等内の姻族れ、います。
(注)婚姻の届出をしていなし、が事実上婚姻関係と同様の事情にある方をさみます。

医師による治療をいいます。ただレ被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による力療れ、います。

病院もしくは診療所に通い、または往珍もしくはホ問診療により、治療を受けることをし、い、オンライン珍療による診察を含みます。ただ
し治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みませんなお、旧月に複数回のオンライン珍療を受けた
場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におし、てオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通
院したものとみなします。

水を吸引しんことによる窒息をいいます。

オブションとなる補價内容等普通保険約款に定められん事項を特引に補充’変更する事項を定めたものです。

保険契約により補情を受けられる方または補慣の封象となる方れル、ます。

基本となる補價内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。

保険貴任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険ぽ券.加入申込ミぜ載の保険期間れ、しほす。

普通保険約敦およびセットされた特約により補惜される損害または傷害が生じた場合に引受保険会社がお支払いすべき金銭れ、います。

保険契約者が保険契約に基づし、て引受保険会社に払い込むべき金銭れ、います。

ボランティア活動をむう自然人で次のいずれかにぼ当する方をいいます。
ア・ボランァィア活動団体の構成員イ・ボランァィア活動推進法人の委嘱を受けた方またはボフンァィア活動推進法人に登錄した方

自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とレ日本国内で行われる次のいずれかに送当する活動れ、しほす。なれ活動
には、活動のための学習会まんは会議等を含み、有情(がの活動は除きます。
ア・所属ボランティア活動回体の会則Iねに則り企画、立案された活動
イ・ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボフンァィア活動推進法人に届け出た活動
(注1)交通費、食事代等費用弁情程度の支給がなされる場合は、有信とはみなしません。
(注2)名称を問し、ません。

共団体を含みます。)をしル、ます。

ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、まナJよボランティア活動椎進法人に登録した団体れ、います。

ボランテび活動を行っている間れ、い、ボランァィア活動を行う目的をもダ通常の経路により住居ぼを出発してから住居に帰着するまでの間を含みます。
(注)住居以外の施設を起点とする場合または住居以外の施設に帰る場合は、その施設とします。

保険期問の末日れ、います。

支払保険金のゴ算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額れ、います。

弓I受保険会社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方れル、ます。

0
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ボランテイア活中の「よ<ある事放J防止のポイント

転倒事放を防止するために

[事故例] -:.

◎道路上の段差につまずいた。 t

◎g皆段を踏みはずした。

◎斜面での作業中に転げ落ちた。

◎施設内のコードにつまづいて転倒した。

◎入浴介助中、還れた床で滑り頭を打ってしまった。

[防止のポイント]

★活動前に危険個所を確認し、必要に応じて転倒防止

策を講じましよラ。
★足元の小さな段差にも注意しましよう。

★時間に余裕をもって行動開始しましよう。

を防止ずるためじ

[事故例]

◎バランスを崩した。

◎他の自転車、歩行者、自動車等と接触.衝突した

◎追突を避けようと意ブレーキをかけ、転倒した。

◎歩道を走行中に通行人と接触レ

転倒させてしまった。
0

[防止のポイント]

★往復途上の事故が増えています。

★交通安全ルールを守りましよう。

(交差点での一時停止と安全確認、夜間フィト)

★スピード出しすざ、急な進路変更は厳禁です。

作業中の事放を防止するために

[事故例]

◎展示品を運搬中、足の甲に落としてしまつた。
◎がれき撤去の作業中、釘を踏んでしまつた。
◎屋外で長時間作業レ熱中症になってしまコた。
◎調理中、包丁で手を切ってしまった、熱湯で火傷して

しまつたa �
ん, e

[防止のボイント]

★不安定な体勢で作業をしないようにしましよう。

★調理中は刃物や油の取扱しパこ注意しましよう。

★屋外活動は帽子着用と水分補給を忘れずに。

★はさまれることはないか、上から物が落ちてくること

はないか等、注意しながら作業しましよう。

を防止するためじ

[事故例]

◎被介護者にケガを負わせた。

◎片付け中に台車をぶつけて、ガラスを破損した。

◎電球交換時に、蛍光灯かレを破損した。

◎設霞ミスでテントが倒れ、人をケガさせてしまつた

[防止のポイント] ..................................p�
★車いすを押すときは、施設'設備に

段差等の危険がないか事前に確認し、慎重に行動し

ましよラ。

★作業対象物、借用物は丁寧に取り扱いましよう。

・: I I

東京都社会福祉協。■会のボランァィア保険制度は皆様の相互扶助の制度であり、安定的な運営を目指しておりまず。保険料は被保険者数
と損害率(支仏保険金：保険料)を鑑み、決定されます。保険金のお支仏額が増加した場合、損害率が悪化し、保険料に影鬱してしまいます。
そこで東京都社会福祉協達会のボランァィア保険制度をより魅力ある制度として永続的に維持’発展させてい<ために、弓受ガイドライン
を下。3の通り設けております。著しく保険金。胃求の頻度が高し屯ど、ご加入者間の公平性を逸脱する極端な保険金支仏しほたはその謂求
があった場合ILは、保険期間終了後、次年度のご加入をお断りする場台がありますので、あらかじめご了承<ださい。
※弓受保険会社は次年度の本保険弓I受の審査のため、本保険契約における保険金請求'青報を東京都社会福祉協遵会および各社会福祉協議会、ボフン

ァィア保険受付窓口に提供することがありまず。

A モフルJスク

B

c

過去3年間で事故件数が1 0件以上かつ累。ナ支

仏保険金額が5〇万円以上

.事実を偽った不正な保険金。胃求がむわれた場合翌年度以降はお弓I受でさません。

・加入者単位
ご家族であれば1家族全体で左ぼ数値を合算
しすこします。

その他、本保険制度維持の観点がら引受保険会通常の傷害事故に比べて通院日数が非常に多
社が加入内容の見直しが必要とキ」断した場合いとあ断される事故で弓受保険会社より個別に

加入内容について見直すよう、申し入れがむわ
れた場合など

事故の発生状況や、保険金。胃まの内容によっ
ては、弓受のお限を実施する場合があります。
ご加入の条件につしAてはお客様のご希望に沿え
なしA場合がありますので、予めご了承<ださしA。

⑧
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1加入書類に記入するポランティア保険のご加入に必要な■は以下のとおりです。
卷ボランティア保険加入申込票

他の団体などですでにご加入されていないこと、2口以上の加入者がいないことをご確認のうえ、お申込みください。

卷加入者名簿

住所・氏名・電話番号が記載された既存の名薄がある場合には、それに替えることができます。その場合は、必ず3部ご提出ください。

卷仏込用紙

専用の振込用紙を用いた郵便局窓口'郵便局ATM・みずほ銀行本支店窓口からの振込は送金手数が無料です。
それ以ガのお振込みは加入申込者様の手数料負担となります。

卷ご加入の際は、加入申込票の記載内容を再度ご確認ください。加入申込票に記載された内容が事実と相違する場合
や該当項目に記入がない場合には、保険金が支仏われないことがありまずのでご注意ください。また、ご加入の内容
と補償の範囲が重なる他の保険契約がある場合は必ずお申し出ください。団体(グループ)加入の場合、加入者全員
に保険のご加入について必ずご説明ください。

加入書類は東京都内の各区市町村社会福祉協議会ポランティアセンターまたは東京都社会福祉協議会の窓口でお渡しします。
なお、各窓口の所在地、連絡先は東京福祉企画ホームページ(表紙お問い合わせ先参照)でご覧いただけます。

2払込用紙で保険料を振込む
卷仏込保険料をご確認のうえ、郵便局ちし<は銀行にてお振込み<ださい。

※年度途中でボフンァィア保険にご加入の場合、保険開始日は加入手続完了日の翌日0時わちとなります。
※令和6年4月1日力、らの補償をご希望の場合、令和6年3月31日までにお手続をも了してくださしん

拳間違ってお振込みされた場合は、振込手数料を差し引いてご返金いたしますのでご注意ください。

振

i

ゆうちよ銀行口座番号00110-6-661682
フク)トウキヨウトシヤカイフクシキヨウギカイポフンアイアホケンガカJ

社会福祉法人東京都社会福祉協議会ボランティア保険係

みずほ銀行飯田橋支店口座番号(普)1502857
フク)トウキヨウトシヤカイフクシキヨウギカイホフンアイアホケングチ

社会福祉法人東京都社会福祉協議会ボランティア保険口

⑤ 申込書類と郵便振替払込受付証明書(もし<は振込控え)を提出する
※郵送での受付はしておりません。窓口にてお申込みください。

♦ボランテイア保険加入申込票の2枚目下に■- スg 、巧日まをg 、しお、斤のニ タX 0 、ム5
ぎムバランテアセンー窓へごB ださい。※窓口の所在地等は、東京福祉企画ホームページでご確認<ださい。
また、ボランティア保険加入確認証(兼)保険料受領書はボランティア保険加入証明書となりますので、保険期間が終
了ずるまで大切に保管してください。

中途加入の場合は、o～⑤のすべての手続きが売了した日の翌日0時から補償がはじまります。
I -a

■社会福祉協議会ン国分寺̶■■敏 国分を市焚元な3丁目17…2

ボラ:/テイアだれンタ、こ〈ぶんじ
............................................. ........................ ぴL..■二3Q0̶63f3 �
東京都社会福祉協議会経営支援担当
T 162-8953東京都新宿区神楽河岸11 TEL03-3268-7232 FAX03-3268-2148
※補償内容など保険の内容に関しては、取扱代理店ならびに引受保険会社にお問い合わせください。

1: !-

取拔代理店有限会社東京福祉企画(東京都社会福祉協議会指定保険代理店)
:f 162-0825東京都新宿区神楽坂12研究社英語センタービル3階TEL03-3268-0910 FAX03-3268-8832
この他にち介護事業や社会福祉事業等を総合的にフォローアップするために、各種保険を取り撤えております。
卜M̶ンアル� http://www.tokyo-fk.com/

したがって、取扱代理店Iしお申込みいたださ有効に成立したご契約は、弓受保険会社と直接契約されたちのとなります。
o複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、弓受保険会社は、弓受割合または保険金額に応じ、連帯することな<単独お個に保険契約上の責

任を負しほす。幹事保険会社は他の弓I受保険会社の業務および事務の代理せむを行しほす。
弓受保険会社は次のとおりです。一#住友海上火災保険株式会社(幹事会社)東京海上日動火災保険株式会社損害保険ジャパン株式会社
なお、弓受割合は決定しだし)東京福祉企画ホームベージでご案内します。
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